
国内手配旅行取引条件書 
※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。  

 

広島大学消費生活協同組合（以下、当組合という）は送迎・宿泊の手配を下記の条件によりお引き

受けいたします。 

その他の事項につきましては当組合「旅行業約款（手配旅行契約の部）」によります。 

 

1.1.1.1.おおおお申込申込申込申込みについてみについてみについてみについて    

(1) ご旅行をお申込みの際は、当組合所定のホームページ上の「送迎申請書」に必要事項をご記

入いただき、電磁的な方法により当組合に送信ください。 

(2) お申し込みいただくご旅行の契約（手配旅行契約）は、申込金の納入がなくても当組合が契

約の締結を「承諾」した旨の通知である「受付メール」がお客様に到達したときに成立いたします。

但し、当組合より「受付メール」のデータ送信を行っているにもかかわらず、お客様の受信端末の

不具合等お客様側の事情により「受付メール」を確認できなかったとしても契約成立となりますの

で、「送迎申請書」送信後に「受付メール」が確認できなかった場合は、ホームページに改めてロ

グインをし、お客様ご自身で確認ください。  

 

2.2.2.2.おおおお申込条件申込条件申込条件申込条件    

広島大学へ留学する新入学の留学生であること 

 

3.3.3.3.ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    

(1) 送迎料金 1,000 円申し受けます。当日、現地係員へ日本円でお支払下さい。 

(2) 宿泊を申し込まれた方は宿泊施設利用日に直接日本円でお支払い下さい。 

 

4.4.4.4.宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関のののの取消取消取消取消についてについてについてについて    

お客様の都合により取消のお申し出があったときは宿泊施設の宿泊約款に基づき取消料として

次の料金を申し受けます。 

・宿泊日の７日前・・・宿泊代金の 10％ 

・宿泊日の６日前以降、宿泊日の前日まで・・・宿泊代金の 50％ 

・宿泊日当日・・・100％ 

 

5.5.5.5.当社当社当社当社のののの責任及責任及責任及責任及びびびび免責事項免責事項免責事項免責事項    

(1) 当組合は、旅行契約の履行に当たって、当組合又は手配代行者が故意又は過失によりお客様

に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して

2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また手荷物について生じた損害について



は損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当組合に対して通知があったときに限り、お客様お１

人につき 15 万円（当組合に故意又は重大な過失がある場合を除きます）を限度として賠償しま

す。 

(2) お客様が例えば次に掲げるような事由により損害をこうむられても、前項の責任を負いかね

ます。ただし、当組合又は当組合の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りで

はありません。  

ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 

イ. 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 

ウ. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更若し

くは旅行の中止 

エ. 日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによっ

て生じる旅行日程の変更、旅行の中止 

オ .自由行動中の事故 

カ .食中毒 

キ. 盗難 

ク. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日

程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 

 

6.6.6.6.個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて    

https://www.hucoop.jp/other/privacy.html 

上記ＵＲＬをご参照下さい。 

    

7777．．．．ごごごご旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件    

この旅行条件は、2014 年 7 月 1 日を基準としています。 

 

（一社）全国旅行業協会正会員 

広島県知事登録旅行業第 2-169 号 

広島大学消費生活協同組合 

 


